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町の話題では、町の出来事や話題を
ダイジェストでおしらせしています

P２ ……町の話題

P４ ……秋の運動会フォトリポート

P７ ……大相撲湯浅場所湯浅町長賞授与の寄附ご協力のお願い

建物を取り壊したら手続きが必要です／イノシシの出没にご注意を！

P９ ……11月は自動虐待防止月間「もしかして？」ためらわないで！１８９

P11 ……部落差別のない社会の実現に向けて

P12 ……地域包括支援センターだより

P16 ……町長メッセージ／湯浅えき蔵図書館きてみて！

P17 ……11月カレンダー／粗大ごみの集団回収を行います

湯浅町65歳以上人口4，118人（男1，700人、女2，418人）
湯浅町の人口11，005人の内37.4％

湯浅町100歳以上の人口7人（男１人、女6人）
（令和５年９月30日現在）

▲針谷 シズ子 さん

　ご長寿おめでとうございます。
　これからも健やかで楽しい毎日を過ご
されることを願っています。
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▲北田 美智さん（なぎ園祝賀会にて）

▲田伏 お千代 さん
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９月10日㊐、湯浅えき蔵にて、第９回ビブリオバ
トル有田郡大会が開催されました。発表者がそれぞ
れおすすめの本を観客に紹介し、観客は最も読みた
いと思った１冊に投票するこの大会で、中学生の部
では前田 百愛さん（湯浅中学校２年）、高校生の部
では林 咲さん（耐久高校１年・湯浅町在住）の紹介
本が、見事チャンプ本に選ばれました。

10月７日㊏午後７時から、南海トラフ地震を想定
した訓練を行い、812名の方々に参加していただき
ました。アンケートでは夜だから気づいた点等、た
くさんのご意見を頂きました。次号の広報ゆあさで
ご紹介いたします。

９月21日㊍、阪神甲子園球場にて湯浅町の冠協
賛試合『ゆったり、まったり「ゆあさんぽ」デー』
を開催しました。
湯浅町PRブースでのガラガラ抽選会、オーロラ

ビジョンでのPR動画放映、来場者へのオリジナル
うちわの配布などを行い、湯浅町を知っていただく
機会となりました。

10月13日㊎、14日㊏、東京ビッグサイトで開催
された「みらい市2023」にて、地方創生の取組み
の一環として、湯浅町商工会と協力し、ふるさと
納税や観光、特産物等のＰＲを行いました。２日
間で約２万人が来場し、湯浅町ブースも大勢の
人々で賑わいました。
※管工機材、住宅設備機器等の業界最大級の総合展示会です。
みらい市は７つのテーマを掲げており、テーマの１つである「地
域活性化」の取組みとして、自治体によるＰＲブースの出展や物
販などを行っています。

『方舟』
夕木春央・著

バトラー

バトラー

湯浅中学校２年 前
まえ

田
だ

 百
も

愛
あ

さん

『嘘をもうひとつだけ』
東野圭吾・著 耐久高校１年 林

はやし

　咲
さき

さん

中学生
の部

高校生
の部

左：林 咲さん　中央右：前田 百愛さん

▲避難場所へ避難してきた方々
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運動会
リポート
0日㊏
小学校・田栖川小学校

ゆあさこども園

湯浅小学校

4令和５年11月



秋の運
フォトリ

９月30
たむらこども園・田村小

10月１日㊐　ゆ

10月８日㊐　
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村
風
呂
と
し
て
誕
生
し
た
「
宝
栄
湯
」
は
、
昭

和
43
年
に
町
営
浴
場
と
な
り
、
平
成
18
年
度
よ
り

指
定
管
理
者
に
よ
る
運
営
が
行
わ
れ
る
施
設
と
な

り
ま
し
た
。

令
和
６
年
４
月
か
ら
令
和
11
年
３
月
ま
で
の
５

年
間
の
指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま
す
。

１
．
施
設
等
の
概
要

⑴
名　

称 　

湯
浅
町
共
同
浴
場
「
宝
栄
湯
」

⑵
所
在
地 　

湯
浅
町
大
字
湯
浅
２
７
１
６
番
地
４

２
．
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務

⑴
共
同
浴
場
の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
共
同
浴
場
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
そ
の
他
共
同
浴
場
の
管
理
に
関
し
、
町
長
が

必
要
と
認
め
る
こ
と
。

３
．
申
請
資
格

⑴
湯
浅
町
内
に
住
所
を
有
す
る
団
体

⑵
安
全
円
滑
で
清
潔
に
浴
場
を
管
理
運
営
で
き

る
団
体

⑶
宝
栄
湯
の
歴
史
的
経
過
を
踏
ま
え
、
浴
場
の

設
置
目
的
及
び
交
流
の
場
と
し
て
の
役
割
を

よ
り
効
果
的
、
効
率
的
に
達
成
す
る
こ
と
が

で
き
る
団
体

（
個
人
で
は
申
請
資
格
が
あ
り
ま
せ
ん
。）

日　

時
：
11
月
23
日
㊍　

８
時
30
分
〜

場　

所
：
湯
浅
え
き
蔵
３
階　

地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

参
加
費
：
小
中
学
生　
　
　

２
０
０
円

　
　
　
　

高
校
生　
　
　

３
０
０
円

　
　
　
　

一　

般　

１
，
０
０
０
円

（
お
弁
当
を
ご
注
文
の
方
は
別
途
５
０
０
円
い
た
だ
き
ま
す
）

申
込
締
切
：
11
月
14
日
㊋　

正
午
ま
で

申
込
方
法
：
教
育
委
員
会
社
会
教
育
係
へ
電
話
に
て
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

４
．
提
出
書
類

申
請
を
希
望
す
る
団
体
は
、
申
請
書
類
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
類
は
、
湯
浅
町
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
役
場
住
民
生

活
課
窓
口
で
も
用
意
し
て
い
ま
す
。

５
．
申
請
書
等
の
提
出
期
限
等

申
請
書
に
所
要
事
項
を
記
入
の
上
、
必
要
書
類

を
添
え
て
提
出
期
限
ま
で
に
持
参
、
ま
た
は
郵
送

し
て
く
だ
さ
い
。

⑴
提
出
期
間 

11
月
１
日
㊌
〜
11
月
30
日
㊍
必
着

平
日
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

⑵
提
出
場
所
・
お
問
い
合
わ
せ

住
民
生
活
課 

環
境
係 

℡
６
４
・
１
１
０
２

※
詳
し
く
は
湯
浅
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

の
指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま
す

「 

宝 

栄 

湯 

」

囲
碁
大
会
を

開
催
し
ま
す

教
育
委
員
会
社
会
教
育
係 

⑲
⑳
番
窓
口 

℡
６
３
・
１
１
１
１

申
問
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各
地
で
イ
ノ
シ
シ
の
目
撃
情
報
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。
特
に
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
、
餌
を
求
め
て
人
里
に
出

没
す
る
数
が
増
加
し
ま
す
。

イ
ノ
シ
シ
に
遭
遇
し
た
ら

・
あ
わ
て
ず
安
全
を
確
保
し
ま
し
ょ
う
。

・
イ
ノ
シ
シ
を
威
嚇
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
ゆ
っ
く
り
後
ず
さ
り
し
て
遠
ざ
か
り
ま
し
ょ
う
。

イ
ノ
シ
シ
の
子
に
出
合
っ
た
ら

イ
ノ
シ
シ
の
子
を
見
つ
け
た
と
き
に
は
、
近
く
に
親

が
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
か
わ
い
い
か
ら
と
い
っ

て
、
近
づ
く
の
は
や
め
ま
し
ょ
う
。
な
お
、
許
可
な
く

イ
ノ
シ
シ
を
捕
獲
す
る
こ
と
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。

町
内
に
あ
る
建
物
（
住
宅
、
車

庫
、
倉
庫
、
店
舗
、
工
場
、
そ
の

他
の
家
屋
）
は
固
定
資
産
税
の
台

帳
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

取
り
壊
し
た
（
全
部
ま
た
は
一
部

取
壊
し
）
場
合
は
、
担
当
係
へ
滅

失
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
現
地
確
認
、
調
査
等
行
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
）

湯
浅
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

「
滅
失
届
」
用
紙
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

日
本
遺
産
に
も
認
定
さ
れ
た
「
醤
油
醸
造
の
発
祥
の

地
」
を
広
く
周
知
し
、
更
な
る
発
展
に
つ
な
げ
る
た
め
、

平
成
28
年
度
よ
り
大
相
撲
大
阪
場
所
に
お
け
る
幕
内
最
高

優
勝
力
士
へ
湯
浅
町
長
賞
の
授
与
を
行
っ
て
お
り
、
今
年

度
も
継
続
し
て
実
施
す
る
予
定
と
し
て
い
ま
す
。

本
取
組
み
の
趣
旨
に
対
し
ご
賛
同
い
た
だ
け
る
方
は
、

寄
附
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

■
寄
附
金
額　

法
人　

３
万
円
／
口

　
　
　
　
　
　

個
人　

１
万
円
／
口

■
募
集
締
切　

令
和
６
年
２
月
29
日
㊍

▼
ご
注
意
く
だ
さ
い
▲

手
続
し
な
い
ま
ま
放
っ
て
お
く
と
、
課
税
台
帳
に
残
り

続
け
課
税
誤
り
の
原
因
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず

は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

登
記
さ
れ
て
い
る
建
物
の
場
合
は
、
不
動
産
登
記

法
に
よ
り
滅
失
の
日
か
ら
１
か
月
以
内
に
申
請
す
る

こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

法
務
局
（
登
記
所
）
へ
の
手
続
き
も
併
せ
て
お
願

い
し
ま
す
。

和
歌
山
地
方
法
務
局 

℡
０
７
３
・
４
２
２
・
５
１
３
１

イ
ノ
シ
シ
の
出
没
に
ご
注
意
を
！

建
物
を
取
り
壊
し
た
ら

手
続
き
が
必
要
で
す

大
相
撲
大
阪
場
所

湯
浅
町
長
賞
授
与
の
寄
附

ご
協
力
の
お
願
い

問 

産
業
建
設
課
産
業
係 

⑱
番
窓
口 

℡
６
４
・
１
１
２
４

問 

住
民
生
活
課
税
務
係 

①
②
番
窓
口 

℡
６
４
・
１
１
０
６

問 

政
策
企
画
課
政
策
企
画
係 

⑮
番
窓
口 

℡
６
３
・
２
５
５
２過去の湯浅町長賞授与の様子
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相談は予約制となっていますので、和歌山西年金事務所へご予約ください。
日時　12月７日㊍　10時～15時（最終受付14時）
場所　湯浅町役場　１階　多目的室
予約電話番号 　℡０７３-４４７-１６６０ （和歌山西年金事務所 お客様相談室）

12月７日㊍は出張年金相談

年金生活者支援給付金制度について

　年金生活者支援給付金は、消費税引き上げ分を活用し、公的年金等の収入やその他の所得額が一
定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
※受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や手続きは日本年金機構（年金事務所）が実施します。

対象となる方
■老齢基礎年金を受給している方
下記の要件をすべて満たしている必要があります。
●65歳以上である
●世帯全員の市町村民税が非課税となっている
●年金収入額とその他所得額の合計が881,200円以下である

■障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
●前年の所得額が4,721,000円以下である
請求手続き
①新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
給付金の対象者には、日本年金機構から通知が郵送されますので、同封のはがき
（年金生活者支援給付金請求書）を記入し提出してください。
②年金受給を開始される方
年金の請求手続き時に、年金事務所または市区町村であわせて手続きができます。

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号
をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。

年金給付金 検 索

ねんきんダイヤル

8令和５年11月



◆虐待を受けていると思われる児童を発見した場合は通告することが法律で義務付けられています
◆通告者のプライバシーは法律で守られます（匿名の通報でも構いません）
　下記の連絡先までご連絡ください

・不自然な傷やアザがある
・いつも服装や身体が不潔
・食事時や夜間、寒い日でも家
の外にいる
・夜遅くまで外で遊んでいて、
家に帰りたがらない
・笑顔が少なく、喜怒哀楽の表
情が乏しい
・性に対する極端な関心や拒否
感が見られる　など

 ①④身体的虐待　③心理的虐待
②⑤ネグレクト 　⑥性的虐待

11月は児童虐待防止推進月間

これらはすべて
『児童虐待』に
あたります

子どもの健全な成長や発達を妨げる
ような接し方はすべて『虐待』です！

虐待を受けている子どもやその保護者は、何らかのサインを出しています。
周囲に気になる子育て家庭がいたら、気に留めてみてください。

・毎晩のように長時間子どもの泣
き声が聞こえる
・怒鳴る声や物を投げつけるよう
な音がする
・子どもがいるのに姿をめったに
見かけない
・近所や地域の中で孤立している
・頻繁に子どもを家に残して外出
している
・子どもが病気やケガをしていて
も受診しない　など

9 令和５年11月



■期　　間　　11月15日㊌～21日㊋
■時　　間　　平日８時30分～19時　土・日10時～17時
■電話番号　　０５７０－０７０－８１０（全国共通ナビダイヤル）
　　　　　　　※ 一部ＩＰ電話からはご利用できない場合があります。
■相談内容　　夫・パートナーからの暴力やストーカー、セクハラなどの

女性をめぐる人権の何でも相談。
相談は無料で、秘密は厳守されます。法務局職員又は人権
擁護委員が相談に応じますので、お気軽にご相談ください。

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を実施します！
和歌山地方法務局・和歌山県人権擁護委員連合会 ℡０７３-４２２-５１３１問

あなたも私もみんなステキ
～ともに考えましょうみんなの人権～

人権尊重委員会
人権推進課
（総合センター）

℡６４‒１１２６
jinsui@town.yuasa.lg.jp町民人権学習会にご参加ください

★今年度のテーマは「男女共同参画」です。

町民人権学習会は、町民の皆さん自らが人権尊重のまちづくりの担い手として、すべての町民の人
権が大切にされる“まちづくり”の実現に努めることを目的に、町行政、教育委員会、人権尊重委員
会の三者で企画・実施しています。
湯浅町では、令和４年３月に令和４年
度から令和８年度までの５年間を計画
期間とする「第３次湯浅町男女共同参
画基本計画」を策定し、男女共同参画社
会の実現に向けて取り組んでいます。
すべての人が、性別に関わりなく個
性と能力を十分に発揮できる社会の実
現に向けて、みなさんと話し合いたい
と思います。既に開催が終わっている
地区もありますが、一人でも多くの皆
さんのご参加をお願いします。

※「第３次湯浅町男女共同参画基本計画」

10令和５年11月



部落差別とは、日本社会の歴史的過程で形作られた身分制度によ
り、日本国民の一部の人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に
低い状態に置かれることを強いられ、同和地区と呼ばれる地域の出
身者であることなどを理由に日常生活の中で差別を受けるなどして
いる、我が国固有の人権問題です。
近年の部落差別の実態として、インターネットにおける特定個人
や不特定多数を対象とする誹謗中傷等の差別表現などが明らかに
なっています。
こうした状況を踏まえ、国では「部落差別の解消の推進に関する
法律」が、県では「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」が、
そして町では「湯浅町部落差別をなくす条例」が施行されています。
差別解消に向けて、町ではインターネット上の差別投稿の監視
（モニタリング）に取り組んでおり、令和４年度末までに削除依頼
275件に対して、93件の削除を確認しています。
部落差別に限らず、あらゆる差別は、許されないことです。私た
ち一人ひとりが手を取り合い、お互いの人権を尊重し、『差別のな
い・元気・笑顔の花咲く町　湯浅町』を目指しましょう。

和歌山県では、県民の皆さんとともにさまざまな取組を行ってき
た結果、同和問題は解決へと向かっています。
しかし、今もなお、同和地区を避ける目的で同和地区の所在を県
や市町村に問い合わせる行為や、インターネット上に特定の地域が
同和地区であると指摘する投稿や同和関係者を誹謗中傷する投稿を
行うなどの部落差別が発生しています。
このことから、部落差別の解消をより一層推進するため「部落差
別の解消の推進に関する条例」に則り、教育・啓発、相談対応や、
インターネット上の差別投稿をプロバイダに削除要請するなどの取
組を行っています。
県民の皆さんには、部落差別は決して許されない行為であり、過
去の問題ではなく現実の課題として残されていることをご認識いた
だき、部落差別解消に向けご協力をお願いします。

湯浅町の取組
（モニタリングについて）

和歌山県の取組和歌山県の取組

人権推進課人権係 ℡64-1126問

和歌山県人権政策課
 ℡073-441-2561

問

部落差別のない社会の実現に向けて
11月1日から30日は「同和運動推進月間」です

▲モニタリング実施風景

・（公財）和歌山県人権啓発センター TEL.073-421-7830 FAX.073-435-5421
・和歌山県人権政策課 TEL.073-441-2563 FAX.073-433-4540

同和問題
（部落差別）
相談窓口

11 令和５年11月



成年後見制度ってどんな制度なの？

みなさんの権利や財産を守る身近な仕組みです。
認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方は、預貯金等の財産管理や介護・
福祉サービス等の手続きを自身で行うことが困難であったり、自身に不利益な契約であっても判断がで
きずに契約を結んでしまい、訪問販売や振り込め詐欺などの犯罪被害にあう恐れもあります。
このような判断能力が不十分な状態になった方を保護し支援するのが成年後見制度です。

今は元気でも将来に不安がある人や、今すぐにでも支援を必要としている人など、成年後見制度はさ
まざまなケースで活用できます。

地域包括支援センター
⑭番窓口

℡64-1120

地 域 包 括 支 援
セ ン タ ー だ よ り

自分の将来のために・大切な人のために
早めに知っ得！『成年後見制度』

お問合せ・ご相談窓口

このような不安や心配を
抱えていませんか？

離れて暮らす親が悪
徳商法の被害に遭っ
ていないか心配

物忘れがあって通帳
をなくしてしまう等、
お金を管理するのが
不安

認知症があり、介護
サービスを利用した
いけど、難しい契約
や手続きができない

子どもに知的障がい
があり、親なき後の
財産の管理や子ども
の生活が心配

こんなとき……
成年後見制度が暮らしを守ります

この
抱

財産 財産 契約 将来

12令和５年11月



広告 町収入の一部とするため有料広告を掲載しています

湯浅えき蔵町立図書館内（公民館） ℡62-2280申問

■開 催 日　令和６年１月14日㊐
■場　　所　京セラ美術館（京都市）
■内　　容　第10回 日展・京都展の見学
■集合場所　観光用駐車場
■集合時間　７時50分（帰着時間は17時頃の予定）
■参 加 費　4,000円（保険料・入館料含む）
■定　　員　40名
■申込期間　11月17日㊎～11月23日㊍　９時30分～20時
■申込方法　湯浅えき蔵図書館に設置している申込用紙に必要事項を記入の上
　　　　　　期間内にお申し込みください。(２名１組での申し込みも可)
※申込多数の場合は抽選となります。また25名に満たない場合は中止とします。
※定員を超えた場合は、町内在住、在勤の方を優先させていただきます。

湯浅えき蔵公民館 美術館巡り
今年度から近畿各地の美術館や博物館を巡る事業がスタートします。皆さまのご参加をお待ちしています。

二次元コードからも
お申し込みいただ
けます

電動自転車２台
株式会社古勝

私の地元応援募金　602,500円
明治安田生命保険相互会社

寄附・寄贈をいただきました
温かいご支援をありがとうございます

６月２日の豪雨による災害復旧に活用させていただきます

13 令和５年11月



町のうごき
（令和５年10月1日）（前月比）

人口…11,005（－19）
世帯… 5,281（－ 4）

男性… 5,164（－10）
女性… 5,841（－ 9）

弁護士相談（特設人権相談）を
開設します

■日時　12月10日㊐
　　　　13時30分～16時30分
■場所　和歌山県民文化会館 410会議室
　　　　（和歌山市小松原通１－１）

※各振興局からのオンラインに
よる相談も可能

■時間　１件あたり約30分※要予約
■定員　先着６名
■費用　無料
■予約受付　11月10日㊎
　　　　　　９時から受付開始
■申込先・お問合せ
和歌山県　人権政策課
℡073-441-2563　Fax073-433-4540

マイナンバーカードの
休日申請受付・交付を行います
問 申 住民生活課住民係（③④番窓口）℡64-1102

　予約制となりますので、事前に問合せ
先までご予約をお願いします。
■日時　11月12日㊐９時～12時
■予約について　11月10日㊎締切
　平日９時～17時(土日祝日を除く)
※必要書類については予約時にお伝えし
ます。

紀勢本線や特急くろしおを
利用しましょう！

問 政策企画課政策企画係（⑮番窓口）℡63-2552

電車は、子どもから高齢の方まで誰も
が利用しやすく、特に車を運転しない人
にとっては、なくてはならない大切な交
通手段であり、生活基盤でもあります。
この度、地域の方々がより快適に湯浅

駅を利用いただけるよう、ＪＲ和歌山支
社に対して広川町と連名で要望書を提出
しました。
要望①　湯浅駅への普通列車停車数の増便
要望②　湯浅駅への特急くろしおの全便停車
また、令和５年５月に湯浅駅旧駅舎が

オープンするなど、湯浅駅の利用促進を
図っています。
地域の鉄道を守るために、安全性が高

く、地球環境への影響が少ないといった
利点の多い電車をぜひご利用ください。

◀JRおでかけネットホームページ

電車を間近に眺め、食事や休憩ができる湯浅駅旧駅舎

「特急」くろしおは、
チケットレスサービスで
ご利用いただけます。

漏水調査にご協力ください
問 水道事務所　℡62-4171

漏水を早期に発見・防止するため、水
道管の漏水調査を専門業者に委託して
行っています。
主に道路に埋設している配水管(水道

本管)の調査を行いますが、各家庭に引
き込まれている給水管（水道メーター付
近）で漏れている可能性があれば、調査
員が敷地内に立ち入ることがありますの
で、ご理解とご協力をお願いします。
※調査員には身分証明書の携帯を義務付
けています。

■調査期間　12月上旬～令和6年3月末
■調査区域　湯浅町内全域

漏水調査とは
漏水調査は、限りある資源(水)を有
効に利用するために行っています。
漏水調査の方法は、道路内の配水管
や止水栓・水道メーターの音を調査
機器を使い調査し、漏水の有無を判
断します。

税務署からのお知らせ

年末調整等説明会、消費税インボイス
制度説明会を開催します
■日時　11月14日㊋　10時～12時
　　　　　対象：有田市・湯浅町の方
　　　　11月14日㊋　14時～16時
　　　　　対象：広川町・有田川町の方
■場所　湯浅納税協会　３階　会議室
　　　（有田郡湯浅町湯浅2430-77）
■共催　湯浅税務署
　　　　公益社団法人湯浅納税協会
■お問合せ
　公益社団法人 湯浅納税協会
　℡63-5454
　湯浅税務署　法人課税部門
　℡63-5406
※定員は各回40名です。出
席を希望される方は、事
前に湯浅納税協会まで連
絡をお願いします。

湯浅納税協会
ホームページ

「税を考える週間」
～これからの社会に向かって～

国税庁では、国民の皆様に租税の意義や
役割、税務行政の現状について、より深く理
解していただくため、毎年11月11日から17
日を「税を考える週間」とし、様々な広報広聴
施策を行い、税務行政に対するご意見やご
要望を寄せていただく機会としています。
今年はテーマを「これからの社会に向かっ

て」として、国民生活と税との関わりを考えて
いただくため、YouTubeなどのSNSを利用
した各種情報の発信にも取り組んでいます。
また国税庁では、納税者の利便性の向上、
行政運営の効率化に向けて、各種手続のデ
ジタル化を推進しています。そのほか、国税
庁ホームページにて、国税に関する制度や
手続、国税職員の業務（税務調査や徴収）に
ついて動画でわかりやすく紹介しています。
詳しくは、国税庁ホームページ（www.nta.
go.jp）をご覧ください。

広告 町収入の一部とするため有料広告を掲載しています
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おしらせ 問＝問合せ　申＝申し込み

障がい者等用駐車場の適正利用のために
障がい者等用駐車場区画は、身体に障がい（視覚障がい、
肢体不自由、心臓・腎臓などの内部障がい）のある方や、
妊産婦、高齢者、病気やけが等で歩行が困難な方が、車の
乗り降りをしやすいように配慮された駐車スペースです。
思いやりの気持ちでマナーを守り、適正に駐車場を利用し

ましょう。

「里親制度」ご存知ですか？
問 申 里親支援センター「なでしこ」　℡0736-69-1004

家庭を必要とする子どもたちのために
「おかえり」と「ただいま」を言える場
所になりませんか。
「里親になるには資格がいるの？」

「どうしたら里親になれるの？」「里親
と養子縁組の違いは？」「地域の子ど
もたちのために何かできることはないか
な？」など、里親に興味をお持ちの方
や里親について知りたいと思われている
方、どなたでも自由に参加していただけ
ます。お気軽にお越しください。
里親制度説明会　
■日時　12月6日㊌　13時～15時
■場所　湯浅町役場　1階　相談室２
パネル展示
■日時　11月27日㊊～12月６日㊌
■場所　湯浅町役場　玄関ホール

防衛省・自衛隊からのお知らせ　令和５年度各種目自衛官の募集

●受験料：無料　●他社との併願可能　●各種無料相談会も実施中
問合せ先：防衛省自衛隊和歌山地方協力本部　有田募集案内所　〒649-0316　和歌山県有田市宮崎町106-2
　　　　TEL：0737-82-6631　E-MAIL：wakayama.pco-arita@rct.gsdf.mod.go.jp

募集種目 資　格 受付期間 試験期日 入隊時期 試験会場

自衛官候補生

18歳以上33歳未満の者
（32歳の者は、採用予定月
の末日現在、33歳に達し
ていない者）

12月７日㊍

Web試験
12月10日㊐～13日㊌
身体検査、面接
12月16日㊏

令和６年
３月以降 和歌山地方協力本部

３回
一般曹候補生

18歳以上33歳未満の者
（32歳の者は、採用予定月
の末日現在、33歳に達し
ていない者）

～11月30日㊍ 12月９日㊏
令和６年度
３月下旬から
４月上旬

和歌山地方協力本部

高等工科学校
生徒（推薦） 男子で中卒（見込み含む）

17歳未満の者

～12月１日㊎ 令和６年１月６日㊏～８日㊊
のいずれか1日 令和６年

４月上旬

伊丹駐屯地
（兵庫県伊丹市）

高等工科学校
生徒（一般）

～令和６年
１月５日㊎

令和６年１月13日㊏
予備日14日㊐ 和歌山地方協力本部

各種教室のご案内
問 健康推進課保健子ども係（8・9番窓口）℡65-3008

教　室　名 日　時 内　容 場　所

栖原
ウォーキング教室

11月22日㊌
９時30分～10時30分

栖原地区を歩きます。
※水分補給のための飲み物は
各自ご準備お願いします。 栖原

区民センター
健康教室 11月22日㊌

10時30分～11時30分
「筋力を落とさない！

食事の摂り方」

申込不要

広告 町収入の一部とするため有料広告を掲載しています
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利 用 案 内
■開館時間：9時～21時
■休 館 日：毎月月末の金曜日、年末年始
■お問合せ：湯浅町立図書館 ℡62‒2280

『昭和街場のはやり歌』 前田和男／彩流社
『ノストラダムス・エイジ』 真梨幸子／祥伝社
『わたしたちに翼はいらない』 寺地はるな／新潮社
『楠木正成　河内熱風録』 増田晶文／草思社 　など

＊その他新着図書は、図書館ホームページの「新着資料検索」からご覧いただけます＊
＊おはなし会＆おやこ集いの場（こども向け）　次回は11月11日㊏です！＊
＊えき蔵図書館公式X（旧Twitter）＠ekikuratoshokanにて図書館の最新情報をお届けします＊

タイのおいしいハーブ炒め、ガパオ。ス
トリートからネットまでリサーチし、多
様化する現代ガパオ・バリエーション130

種を、レシピとともにカラー写真で紹介。タイでの発祥
と歴史、日本での受容などに迫る食文化論も収録。

ガパオ
下関崇子／ｆｅｒｍｅｎｔ　ｂооｋｓ

『えほんのしゅやくはなにたろう？』 おおのこうへい／ＰＨＰ研究所
『バトルスタジアム最強決定戦戦国武将ナンバーワン』 ポプラ社
『空の手』 新井けいこ／偕成社
『６＋１の不思議』 斉藤洋／講談社　　など

トラのリリィおばさんから「しばらく泊めて
ほしい」と手紙がきて、渋々返事をした
オーランドー。だが、行き違いで色々な動
物たちがオーランドーの元へ！オーランドーは、近くの動物園の
動物たちとの総とりかえをしようと…。

ねこのオーランドーの動物園
キャスリーン・ヘイル／好学社

１年生の子どもが、身近で手に入る材料
や道具を使って、安全に楽しく作ることが
できるハンドメイドシリーズ。１は、カラフル
ビーズブレスレット、チュールぽんぽんリボ
ンなどのつくり方を紹介する。

１年生からのハンドメイド
文研出版

新
着
図
書
の
ご
案
内

一
般
書

児
童
書

関西の最難関、灘中を目指す息子。受験勉
強は過酷を極め、何度も訪れるピンチを切
り抜ける家族。ついに迎えた入試本番－。
中学受験をとおして絆を深めた家族の、苦
しくも幸せな受験日記。ツイッター投稿をもとに書籍化。

君とパパの片道列車
灘中までの道／光文社

図書館
L I B R A R Y

［対象：０歳～小学２年生］

［対象：小学１～２年生］

　日に日に肌寒さを感じる季節となってきました。暖房
器具など火気を使用する機会が増えるこれからの季節で
すが、11月９日から15日まで全国火災予防週間です。改
めて火の取扱いに注意いただきたいと思います。
　さて、役場の隣にある湯浅広川消防組合は、名前の
とおり湯浅町と広川町の２町を管轄しています。ここ
数年は、特に救助・救急の要請件数が増加傾向にあり
ます。加えて、各町における高齢化や近年多発する災
害への迅速な対応も今後の課題となっています。火災
や救急の通報を受け出動の指令を出す指令センターを
隣町の有田川町消防本部と共同で運用することで、こ
れらの課題の解消につながるのではないかと考えてい
ます。有田郡内の３町で指令センターを共同運用すれ
ば、出動が重なった場合でも迅速な応援出動が可能と
なり、通報の受信体制も円滑に、そして効率的に行え
るようになります。町民の皆さんが安心安全に暮らせ
るよう、消防体制の充実に向けて連携を進めていきた

いと考えています。
　また、湯浅町では、ふるさと納税が町の収入面にお
いて重要な役割を担っています。ふるさと納税による
寄附金は、駅前周辺整備や湯浅駅旧駅舎の整備など町
のさまざまな取組みに活用しています。本年10月に
は、法改正により国が定める基準が厳格化されたとこ
ろですが、国の基準を遵守しながら湯浅町の持続可能
な発展のため、財源確保の一つの方法としてふるさと
納税を有効に活用したいと考えています。町民の皆さ
んにも、湯浅町の魅力を伝える一つの手段として、湯
浅の特産品を扱うふるさと納税を町外にお住みのお知
り合いの方にご紹介いただければと思います。
　（令和５年10月25日）

町民の皆様へ
─ 町長メッセージ ─

湯浅町長

16令和５年11月



役場 湯浅町役場　　スポ 湯浅スポーツセンター
えき蔵 湯浅えき蔵　　ふる ふるさと振興課（旧図書館）
総セ 総合センター　有衛 有田衛生施設事務組合

町 民 カ レ ン ダ ー

月

月 火 水 木 金
ダンボール
（※1）

本・雑紙
牛乳パック
（※2）

古　着
（※3）

ペットボトル
（※3）

新　聞
（※2）

※１：まとめてしばって出してください。　※２：透明または半透明の袋に入れるかしばって出してください。
※３：透明または半透明の袋に入れて出してください。

11
日 月 火 水 木 金 土

29 30 31 1 カン類収集日 2 3 4
 ゆあさYYまつり 総セ

10時～16時

5 6 7 8 ビン類収集日 9 10 11
ゆあさYYまつり 総セ
10時～16時

消費者相談  ふる
13時～16時

マイナンバーカード
出張申請　えき蔵
14時～16時　※要予約

12 13 14 15 カン類収集日 16 17 18
・集団健診 有衛
・マイナンバーカード
　休日交付 役場
　９時～12時
　※要予約

消費者相談  ふる
13時～16時

行政相談　役場
13時30分～15時

湯浅町文化祭
（展示の部）スポ
～19日まで
９時～

19 20 21 22 ビン類収集日 23 24 25
湯浅町文化祭
（演芸の部）スポ
13時～

消費者相談  ふる
13時～16時

マイナンバーカード
出張申請　総セ
14時～16時　※要予約

26 27 28 29 カン類収集日 30 1 2
消費者相談 ふる
13時～16時 固定資産税　第４期

国民健康保険税　第５期
介護保険料　第５期
後期高齢者医療保険料　第５期　納期限

問  住民生活課環境係 ⑤番窓口  ℡64ｰ1102
粗大ごみの集団回収を行います

処理にお困りの方は、この機会にご利用ください。
一人暮らしのお年寄りの方や身体が不自由な方等で、どうしても自力で運べない方は、
11月10日㊎までに環境係へご連絡ください。

回収日時：11月19日㊐　9時～12時　　回収場所：湯浅町役場　駐車場　
【雨天決行、荒天の場合中止】

※回収処分は民間業者が行うため、有料となります。

■回収対象となる粗大ごみ（一部無料で回収する場合もあります）　
自転車・単車・イス・タイヤ・畳・タンス・ベッド・マットレス・家具・小型家電など
※テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンは家電リサイクル法により回収できません。

17 令和５年11月
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　健診は、お子さんの成長を確認
するための大事な機会です。
　保護者の皆さまに関心をもって
いただくために、１歳児相談でお
誕生会を開いています。

10月13日㊎ （1歳児相談）

地域のみんなで子どもたちの
すこやかな成長を見守りましょう

健診に行きましょう！

1010　月のお誕生日会に来たよ！

保健センター

＊水分補給ができるように、お茶をご用意ください。

みんな一緒に
あそびのひろばへ 10時～11時15分

子育て支援センター

の日程す く す く ひ ろ ば

の日程な か よ し ひ ろ ば の日程ひ ま わ り ひ ろ ば

お い で よ ！ 子 育 て サ ー ク ル へ 11月月

◆子育て支援センターへ遊びに来てね
（月～金曜日　 10時～15時）
場所…ゆあさこども園
お問合せ
　ゆあさこども園（℡63‒4153）
　子育て支援センター（℡63‒6066）

子育て支援センター（ゆあさこども園内）
11月30日㊍　絵本の読み聞かせ

ひまわり保育園（内容は変更することもあります）
11月13日㊊　身体を使って遊ぼう

27日㊊　ボールで遊ぼう

※内容は変更することがあります

◆電話・来訪相談をご利用ください
℡63‒6066
（月～金曜日　 10時～15時）
受け付けています

〇ゆあさこども園　11月１日㊌　園庭であそぼう♪
〇たむらこども園　11月２日㊍　おさんぽ・おさんぽ

実施場所 保健センター

───6 カ 月 児 相 談───
11月１日㊌　９時30分～
12月６日㊌　９時30分～

───１ 歳 児 相 談───
11月10日㊎　９時30分～
12月８日㊎　９時30分～
───2 歳 児 相 談───
11月６日㊊　９時30分～

───3 歳 半 健 診───
11月27日㊊　13時～

───乳幼児健康相談───
11月１日㊌　９時～11時30分
11月15日㊌　９時～11時30分
12月６日㊌　９時～11時30分

妊産婦相談＆交流〈mama♡はぐ〉
11月15日㊌　９時～11時30分

大人の健康相談・健康教室

17日㊎　エンゼルちゃん
10時～　いきいきふれあい館

15日㊌　吉川サークル
10時～　子育て支援センター

14日㊋　ピンポンパン
10時～　田区民センター新聞あそび

子どもの健診・健康相談

※子育てサークルは、事前予約が必要なので支援センターにお電話ください。

参加
無料

───健   康   相   談───
毎週水曜日

9時～11時30分

───こころの相談室───
※要予約 

右の二次元コードまたはお電話
にて事前予約をお願いします。
健康推進課保健子ども係
℡65-3008

広
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